
　以下の出願資格の各号のいずれかを満たし，2022年３月末現在で医療機関等において、常勤の看護職（准看護師は
除く）として実務経験が５年以上ある者とします。 
（1）大学（学校教育法第83条に定める大学をいう）を卒業した者
（2）学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第4項の規定により，学位授与機構から学士の学位を授与された者。 
（3）外国において学校教育における16年の課程を修了した者
（3）の2 外国において，学校教育における１５年の課程を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修得した者と本学の
    大学院が認めた者
（4）1953年２月７日文部科学省告示第５号により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者　
（5）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で
     文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
（6）短期大学，専修学校，各種学校の卒業者で看護師の免許証を有し，入学時に５年以上の実務経験を有する者で，出
     願資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者
（7）その他の者で出願資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者 

〇人間の尊厳を基盤とし，広い視野と高邁な
　倫理観に立って，社会の環境変化に対応で
　きる専門知識と技術及び研究能力をもった
　高度実践者としての診療看護師（NP）を育
　成します。

　高度実践者養成コース診療看護師（ＮＰ）プライマリ・ケア領域において育成する人材は，「島根県の健康課題
を深く理解し，ＮＰとしての優れた看護判断力と調整力をもって，地域での暮らしや看取りまで見据えた長期的ケア
が実践できる力と研究能力を有した高度実践者」です。基盤となる能力及び高度な専門的知識技術，研究力を修
得するために，教育課程は「基盤科目」，「専門科目」，「課題研究」から構成します。  

　小論文Ⅰ・Ⅱ(事例展開に関する問題を
含む)と面接試験(専門知識に関する口頭
試問を含む)並びに成績証明書等の事前提
出書類により総合的に判定します。

1)夜間授業：授業は，平日の昼夜間及び土曜日開講。集中講義などを組み入れ，学修しやすく配慮した時間割りを設定して
　います。また，移動時間短縮などを考慮し、遠隔授業の講義も多く組み入れています。
2)長期履修制度：定職を有する等の理由から，２年の修業年限を超えて履修することを希望する場合は，長期履修(３〜４　
　年)を申請し，計画的に学修することが出来ます(授業料は2年で修了の場合と同額)。

出願資格審査
　上記（6），（7）により出願を希望する者は，必要書類を提出し，出願資格審査を受る必要があります。 
　なお，看護教員養成課程（厚生労働省，財団法人日本看護協会，都道府県など，公共またはそれと同等となる機関の6か
月以上の卒後研修コース）を修了した方，及び認定看護師もしくは認定看護管理者の資格，保健師，助産師の資格を取得し
た方も，出願資格審査を受ける必要があります。 

〇実践と研究を通して，看護学の発展と島根
　県の保健・医療・福祉の課題解決に寄与　
　します。
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２ ０ ２ １ 年 度 入 学 生

療 養 さ れ る 方 々 の
困 り 事 を 減 ら し た い と
思 い 、 目 指 し ま し た 。

２ ０ 2 0 年 度 入 学 生

在 学 生 の 声

大 学 院 で の 学 び は 、
自 身 の 看 護 観 、 人 生 観 を
見 つ め 直 す 、 良 い 機 会 と
な っ て い ま す 。



 
 

〒693-8550
島根県出雲市西林木町151
TEL 0853-20-0215 FAX 0853-20-0201  

 

看護栄養学部入試も実施しておりますので、「大学院入
試(NP)に関すること」とお知らせください。

 
 

【 問 い 合 せ 先 】   島 根 県 立 大 学
出 雲 キ ャ ン パ ス  教 務 学 生 課

大学院 看護学研究科
博士前期課程 
　高度実践者養成コース
　診療看護師（NP) プライマリ・ケア領域

島根の地域医療を
　　  支えているあなたへ
診療看護師(NP)を目指しませんか？

https://izumo.u-shimane.ac.jp/department/graduate/


